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第
３
回
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
・
グ
ロ
ー

バ
ル
ユ
ニ
オ
ン
世
界
大
会
関
連
諸
会
議
（
女

性
委
員
会
、
執
行
委
員
会
、
ア
ジ
ア
太
平

洋
地
域
大
会
、
決
議
委
員
会
、
世
界
大
会
）

が
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
た
め
、

当
初
開
催
を
予
定
し
て
い
た
2
0
2
0
年

10
月
か
ら
一
年
遅
れ
で
、
2
0
2
1
年
9

月
6
～
15
日
に
か
け
て
完
全
Ｗ
ｅ
ｂ
で
開
催

さ
れ
た
。
世
界
大
会
テ
ー
マ
は
「
公
正
な
未

来
の
た
め
に
団
結
し
よ
う
」。
イ
ン
ダ
ス
ト

リ
オ
ー
ル
本
部
の
あ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
か
ら

世
界
に
配
信
さ
れ
た
。

　

金
属
労
協
か
ら
は
顧
問
・
議
長
・
副
議
長
・

事
務
局
長
を
初
め
、代
議
員
35
名
（
内
女
性

14
名
）、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
20
名
（
内
女
性
9

名
）が
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
大
会
（
9
月

7
日
）、第
3
回
世
界
大
会（
9
月
14

−

15
日
）

に
参
加
し
た
。
世
界
全
体
で
は
、
1
1
1
カ 

国
、4
3
4
組
合
、オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
参
加
を

含
め
て
2
8
9
7
名
が
世
界
大
会
に
参
加

し
た
。

　

初
の
完
全
Ｗ
ｅ
ｂ
開
催
の
世
界
大
会
に

向
け
て
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
本
部
は

1
0
0
0
人
近
い
代
議
員
へ
の
対
応
、
電

第
３
回
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
・
グ
ロ
ー
バ
ル
ユ
ニ
オ
ン

世
界
大
会
概
要

子
投
票
シ
ス
テ
ム
な
ど
技
術
的
な
問
題
に
対

処
す
る
た
め
準
備
を
重
ね
た
。
Ｗ
ｅ
ｂ
開
催

の
た
め
代
議
員
登
録
人
数
は
通
常
の
対
面
の

世
界
大
会
よ
り
制
限
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
参
加
を
制
限
な
し
で
受
け
付

け
る
形
で
対
応
し
た
。
世
界
大
会
開
催
時
間

は
欧
州
と
の
時
差
が
７
時
間
あ
り
日
本
時
間

の
深
夜
に
及
ん
だ
た
め
、金
属
労
協
の
参
加

者
の
多
く
は
在
宅
で
の
参
加
と
な
っ
た
が
、

参
加
者
間
の
情
報
交
換
・
意
見
発
信
の
た
め

の
ツ
ー
ル（m

ore N
ote H

ello!

）の
活
用
や
、

大
会
資
料
集
を
電
子
デ
ー
タ
化
し
、
金
属
労

協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
特
設
サ
イ
ト
で
随
時
共

有
す
る
等
の
取
り
組
み
も
進
め
た
。

　

世
界
大
会
の
主
な
課
題
・
議
論
の
焦
点
は
、

●
規
約
改
正
、

●
会
長
・
副
会
長
・
書
記
長
・
書
記
次
長
・
会

計
監
査
・
地
域
執
行
委
員
の
選
挙
、

●
2
0
2
1

−

2
0
2
5
年
の
活
動
の
核
と

な
る
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
の
採
択
、

で
あ
る
。

■
規
約
改
正
：

　

規
約
改
正
に
あ
た
っ
て
は
、
規
約
改
正
作

業
部
会
（
髙
倉
金
属
労
協
顧
問
が
委
員
）
が

設
け
ら
れ
、
1
年
以
上
か
け
て
活
発
な
議
論

が
交
わ
さ
れ
た
。
規
約
改
正
の
争
点
と
な

っ
た
の
は
、
女
性
参
画
4
割
を
全
て
の
活
動

に
義
務
と
す
る
か
目
標
と
す
る
か
、
書
記
次

長
の
人
数
、
副
会
長
の
任
務
、
地
域
活
動
に

つ
い
て
、で
あ
る
。
な
お
、
加
盟
組
織
か
ら
は

約
1
0
0
件
の
規
約
改
正
提
案
が
イ
ン
ダ

ス
ト
リ
オ
ー
ル
本
部
に
提
出
さ
れ
た
。

　

金
属
労
協
が
規
約
改
正
に
向
け
て
主
張

し
た
点
は
、女
性
参
画
に
関
し
て
は
、４
割
は

目
標
と
す
べ
き
（
但
し
、
執
行
委
員
の
女
性

４
割
義
務
に
は
賛
成
）、副
会
長
の
役
割
の

明
記
・
強
化
、地
域
活
動
の
強
化
、の
３
点
で

あ
っ
た
。
女
性
参
画
推
進
に
関
し
て
は
、イ

ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
女
性
委
員
会
を
中
心

に
、
全
て
の
活
動
に
女
性
参
画
4
割
を
義
務

と
す
べ
き
と
い
う
強
硬
な
意
見
が
多
く
出
さ

れ
、
大
会
直
前
ま
で
規
約
改
正
の
議
論
は
難

航
し
た
が
、主
要
加
盟
組
織
間
で
調
整
が
行

わ
れ
た
結
果
、
金
属
労
協
は
最
終
的
に
、
執

行
委
員
の
女
性
4
割
に
加
え
て
、
大
会
代
議

員
の
女
性
4
割
を
義
務
と
す
る
こ
と
の
２
点

に
同
意
し
た
。
議
論
の
後
、
大
会
初
日
に
規

高
城 

牧
子

金
属
労
協
／
Ｊ
Ｃ
Ｍ
国
際
局
部
長

約
改
正
案
は
電
子
投
票
に
付
さ
れ
、
そ
の

日
の
う
ち
に
結
果
が
発
表
さ
れ
た
。
主
な
規

約
改
正
は
別
表
の
通
り
。

　

大
会
初
日
は
、
規
約
改
正
・
役
員
選
挙
の

他
、
本
部
書
記
局
報
告
・
財
政
報
告
が
行
わ

れ
、両
報
告
が
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
た
。

■
役
員
選
挙
：

　

多
く
の
立
候
補
者
が
あ
っ
た
が
、
大
会
直

前
ま
で
続
い
た
調
整
に
よ
り
、
候
補
者
の
一

本
化
が
は
か
ら
れ
た
。
役
員
選
挙
も
電
子
投

票
で
行
わ
れ
、
ホ
フ
マ
ン
会
長
が
再
選
さ
れ
、

書
記
長
に
ア
ト
レ
・
ホ
イ
エ
氏
、
書
記
次
長

に
ケ
マ
ル
・
ウ
ズ
カ
ン
氏
に
加
え
、金
属
労

協
か
ら
派
遣
し
て
い
る
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー

ル
造
船
・
船
舶
解
撤
部
門
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
電
機
・

女性参画関連の規約改正に対して
発言する袈裟丸常任幹事

特
集
3
ー
1
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国際労働運動の重要性とインダストリオールの役割特 集

電
子
部
門
部
長
の
松
﨑
寛
氏
、
女
性
書
記
次

長
に
南
ア
フ
リ
カ
Ｎ
Ｕ
Ｍ
Ｓ
Ａ
出
身
の
ク
リ

ス
テ
ィ
ン
・
オ
リ
ビ
エ
氏
が
選
出
さ
れ
た
。

　

金
属
労
協
か
ら
は
、髙
倉
明
顧
問
が
、副

会
長
・
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
共
同
議
長
・
執

行
委
員
に
再
選
さ
れ
、
自
動
車
総
連
の
村
上

瑞
紀
国
際
局
部
長
が
女
性
執
行
委
員
代
理
に

選
出
さ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
日
本
か
ら
は
会
計

監
査
に
Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
国
際
局
長
の
中
野
英

恵
氏
、
執
行
委
員
に
Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
会
長
の

松
浦
昭
彦
氏
、
女
性
執
行
委
員
に
Ｊ
Ｅ
Ｃ
連

合
副
会
長
の
安
原
三
紀
子
氏
、
執
行
委
員
代

理
に
電
力
総
連
会
長
の
坂
田
幸
治
氏
が
選
出

さ
れ
た
。

■
ア
ク
シ
ョ
ン
・プ
ラ
ン
と

　

決
議
案
採
択
：

　

ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
案
は
、

①
労
働
者
の
権
利
の
促
進
、

②
組
合
の
力
の
構
築
、

⑥
韓
国
に
関
す
る
決
議

⑦
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
関
す
る
決
議

⑧
ベ
ラ
ル
ー
シ
に
関
す
る
決
議

⑨
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
関
す
る
決
議

⑩
青
年
に
関
す
る
決
議

⑪
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
、
加
盟
組
織
お
よ

び
仕
事
の
世
界
に
お
け
る
不
平
等
、
性
差

別
、
女
性
蔑
視
お
よ
び
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基

づ
く
暴
力
の
根
絶
を
求
め
る
決
議

　

２
日
間
の
世
界
大
会
中
に
金
属
労
協
か

ら
は
、
大
会
初
日
の
規
約
改
正
の
女
性
参
画

の
議
論
で
、
袈
裟
丸
金
属
労
協
常
任
幹
事
／

基
幹
労
連
中
央
執
行
委
員
、
本
部
書
記
局

報
告
に
対
し
て
浅
沼
金
属
労
協
事
務
局
長
、

役
員
選
挙
の
際
に
髙
倉
金
属
労
協
顧
問
、
大

会
2
日
目
の
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
議
論
の

際
に
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
造
船
・
船
舶

解
撤
部
会
長
で
あ
る
神
田
金
属
労
協
副
議

長
／
基
幹
労
連
委
員
長
が
発
言
を
行
っ
た
。

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
Ｉ
Ｃ
Ｔ
・
電
機
電
子

部
会
長
で
あ
る
神
保
金
属
労
協
副
議
長
／

電
機
連
合
委
員
長
も
発
言
を
予
定
し
て
い

た
が
、
時
間
の
関
係
で
発
言
は
ビ
デ
オ
メ

ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
本
部
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に

掲
載
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

③
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
へ
の
対
抗
、

④
持
続
可
能
な
産
業
政
策
、
の
４
つ
の
項
目

で
構
成
さ
れ
、議
論
の
結
果
投
票
に
付
さ
れ
、

採
択
さ
れ
た
。（
詳
細
は
18
ペ
ー
ジ
で
解
説
）

　

決
議
案
は
大
会
中
に
提
案
さ
れ
た
動
議

案
も
含
め
て
、11
の
決
議
が
採
択
さ
れ
た
。

①
強
力
で
団
結
し
た
活
発
な
イ
ン
ダ
ス
ト
リ

オ
ー
ル
・
グ
ロ
ー
バ
ル
ユ
ニ
オ
ン
の
構
築

②
そ
の
他
の
国
際
産
業
別
組
織
（
G
U
F
）

と
の
協
力
に
関
し
て

③
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
関
す
る
決
議

④
エ
ス
ワ
テ
ィ
ニ
に
関
す
る
決
議

⑤
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
関
す
る
決
議

現行規約 改正後
第 11 条 ―　大会への参加（適用：2025年の大会から）
代議員の少なくとも30％を女性にしな
ければならない。すべての加盟組合は、
40％の女性参画率達成のために努力す
べき。

代議員の少なくとも40％を女性にしな
ければならない。

第 13 条 (e)　大会の任務（適用：2025年の大会から）
インダストリオールは、会長、副会長、
書記長及び書記次長と定義されるグルー
プとしての選出指導部について30％を女
性で構成するために努力する。

インダストリオールは、会長、副会長、
書記長及び書記次長と定義されるグルー
プとしての選出指導部について40％を
女性で構成するために努力する。

第 16 条　執行委員会のメンバー（適用 :今回の大会から）
6地域それぞれから選出される執行委員
のうち最低30％を女性とする。

6地域それぞれから選出される執行委員
のうち最低40％を女性とする。

現行規約 改正後
第 13 条（e） ―　大会の任務（適用 :今回の大会から）
会長、書記長、書記次長3名の選挙。 会長、書記長、書記次長 最大3名の選挙

■主な規約改正一覧
< 女性参画関連 >　

< 指導部関連 >　

現行規約 改正後
第 28 条 ― 地域（適用：2025年の大会から）

インダストリオールの各地域は、地域執
行委員会を設置することができる。

各々の地域大会は、地域における活動を
調整するため、インダストリオールの執
行委員の中から男女各1名、計2名の議
長を選出する。

地域大会は、副会長と共に地域の活動を
調整するために、女性1名、男性1名
の合計2名の共同議長を地域のインダ
ストリオール執行委員の中から選出する
ことができる。

第 22 条 ―　副会長の任務（適用：2025年の大会から）
副会長は、各地域執行委員会のすべての
会議の議長を務める。副会長は、各会議
の業務が規約ならびに関連する議事規則
に則って確実に行われるようにする。

副会長は、地域におけるインダストリオ
ール・アクション・プランの実施及び各
地域特有の問題に関する一般政策の立
案にあたって、地域事務所と協力する。
地域事務所および書記局は、副会長と協
力する。

副会長は、第16条に規定される女性代
表に従って、各地域の執行委員の選挙及
び代理人選挙を調整するものとする。

< 地域・副会長関連 >

役員選挙に対して発言する髙倉顧問


